
日本放射線技師教育学会 会則 
 

【名称および設立年月日】 

第１条 本会は日本放射線技師教育学会（The Japan Society of Education for Radiological 

Technologists：JSERT、以下本会）と称する。 

第１条の２ 本会の設立年月日を平成２０年２月２日とする。 

【目的】 

第２条 本会は診療放射線技師教育に関する調査研究の充実発展ならびにその成果の普及を目的

とする。 

【事業】 

第３条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１) 学術大会の開催 

２) 印刷物の発行 

３) その他本会の目的を達成するために必要な事業 

【会員】 

第４条 本会の会員は次のとおりとする。 

１）正会員 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入し、理事会の承認を得た診療放射

線技師である者。 

２）準会員 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入し、理事会の承認を得た診療放射

線技師以外である者（学生を含む）。 

第５条 正会員は本会の事業に参加し、発行物、その他の配布をうけ、総会に参加することがで

きる。準会員は発行物、その他の配布をうけることができる。 

第６条 会員は理事会に申し出、退会することができる。 

第７条 本会の名誉を傷つけ、または、本会の目的に反する行為があった会員は理事会の議を経

て除名することができる。 

第８条 会員は別に定める会費を納めるものとする。ただし、１年以上会費を滞納したときは会

員の資格を失う。 

第９条 会員がすでに納入した会費、その他の拠出金は一切返還しない。 

【役員】 

第１０条 本会には次の役員を置く。 

１）会長   １名 

２）副会長  １名 

３）理事  １０名以内（会長、副会長を含む） 

４）監事   １名 

第１１条 役員の任期は３年とし、再任を妨げない。 

第１２条 理事で満６５歳を迎えた者は、年度末にその資格を失う。 

第１３条 理事および監事は別に定める規定によって正会員の中から選出される。 

第１４条 会長および副会長は理事のなかから互選によって選出され、総会の承認を受ける。 

【会長】 

第１５条 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

【副会長】 

第１６条 副会長は会長を補佐して庶務、会計を分担処理し、会長に事故あるときはその任務を



代行する。 

【理事】 

第１７条 理事は理事会を組織し、本会の運営に関する事項を審議・執行する。 

【監事】 

第１８条 監事は本会の会務および会計上の監査を行う。 

【顧問】 

第１９条 会長は理事会の議を経て顧問を推薦することができる。顧問は会長の諮問に応じる。 

【種別】 

第２０条 本会は以下の会議を開催する。 

１）学術大会 

２）総会 

３）理事会 

４）その他、理事会で必要と認めるもの 

第２１条 学術大会は年１回開催する。学術大会には大会長をおくことができる。 

第２２条 総会は正会員をもって構成する。総会は原則として年１回開催するものとし、会長が

開催地と時期を定めて召集し、その議長となる。また、会長および監事は必要に応じて

臨時総会を招集することができる。 

第２３条 理事会は会長、副会長、理事をもって構成し、会長が招集してその議長となる。理事

会は本会の運営に関する事項を審議し、事業の企画、立案および総会の議案作成などに

あたる。理事会は審議結果について執行の責任をもつ。 

【委員会】 

第２４条 理事会は本会の目的に従う事業を遂行するために、必要により各種の委員会をおくこ

とができる。ただし、各委員会は審議の要項と議決事項を理事会に報告し、承認を得な

ければならない。各委員の数および任期は委員会ごとに理事会において定める。 

【議決】 

第２５条 各会議の議決権は、その会議の構成員にある。各会議は出席者の過半数をもって決す

る。ただし、会則の変更、本会の組織変更などの重要事項については出席者の３分の２

以上をもって決する。 

【会計】 

第２６条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌３月３１日に終わる。 

第２７条 本会の経費は本会会員の会費、補助金、寄付金、およびその他の収入をもってこれに

あてる。 

【細則】 

第２８条 この会則の施行に必要な細則は、理事会の議を経て別に定める。 

 

【附則】 

本会の事務局は当分の間、鈴鹿医療科学大学保健衛生学部放射線技術科学科内におく。 

     本会発足当初の役員は本会則の規定に関わらず、任期は平成２３年３月３１日までと

する。 

この会則は平成２０年２月２日より施行する。 

この会則は平成２１年６月５日より改正施行する。 

この会則は平成３０年３月２０日より改正施行する。 


